
2023 年 3 月吉日 

 

お取引先様各位 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

プロキュアメント部長 鎌田好宣 

 

国内事業の承継に伴う取引契約の取扱いに関するお知らせ 

 

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 当社は、2023 年 7 月 1 日付で持株会社体制に移行し、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの国内事業

を株式会社 NTT データ国内事業準備会社（以下「準備会社」といいます。）に承継する会社分割を行い

（以下、「本件会社分割」といいます。）、同社を国内事業会社とすることを発表しております。同日付で、

当社の商号は「株式会社 NTT データグループ」（これ以降、「持株会社」といいます。）、準備会社の商号

は「株式会社 NTT データ」（これ以降、「国内事業会社」といいます。）へと変更される予定です。 

 持株会社体制への移行及び商号変更につきましては、2023 年 6 月開催予定の当社株主総会にて承認さ

れることを条件としておりますが、持株会社体制移行後の貴社とのお取引に関する事項について、予め

下記のとおりご連絡申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．貴社との間で締結済みの契約について 

(1)個別契約 

当社から貴社に発注済みのお取引の契約（本件会社分割の効力発生日の前日（2023 年 6 月 30 日

を予定）までに当社から貴社に発注するお取引の契約を含みます。）のうち当社の国内事業に専ら属

する有効な個別契約については、本件会社分割により、2023 年 7 月 1 日付（予定）で国内事業会社

に承継され、貴社と国内事業会社との間で引き続き効力を有します。 

一方で、主に持株会社に残置される部署との契約など、当社の国内事業に専ら属しない個別契約に

ついては国内事業会社に承継されないため、貴社と持株会社との間で引き続き効力を有します。国

内事業会社に承継されない契約については、2023 年 7 月以降に順次ご連絡させていただきます。 

 

(2)取引基本契約 

 貴社と当社の間で締結された取引基本契約（本件会社分割の効力発生日の前日（2023 年 6 月 30

日を予定）までに貴社と当社との間で締結する取引基本契約を含みます。）のうち有効なものについ

ては、本件会社分割の効力発生により国内事業会社に承継され、貴社と国内事業会社との間で引き

続き効力を有します。 



 一方で、持株会社においても従前と同様の取引基本契約の適用を継続させていただきたいものに

ついては、2023 年 7 月以降に順次改めて締結のご依頼をさせていただきます。持株会社と取引基本

契約が締結できるまでの間は、従前貴社と当社との間で締結した取引基本契約の各条項が 2023 年 7

月以降も引き続き貴社と持株会社の間でも適用される旨を確認する特約条項を、貴社と持株会社と

の個別契約に規定させていただく場合がございます。 

 なお、貴社と当社の間で締結された取引基本契約がグループ・シェアード・サービスセンタ（SSC）

加入会社にも適用される包括基本契約である場合は、貴社と持株会社、または貴社と国内事業会社

との間で引き続き効力を有します。 

   

  (3)パートナー契約 

貴社と当社の間で締結されたパートナー契約（本件会社分割の効力発生日の前日（2023 年 6 月 30

日を予定）までに貴社と当社との間で締結するパートナー契約を含みます。）のうち有効なものにつ

いては、本件会社分割の効力発生により、2023 年 7 月 1 日付（予定）で国内事業会社に承継され、

貴社と国内事業会社との間で引き続き効力を有します。 

本件会社分割により国内事業会社に承継されないパートナー契約が存在する場合については、2023

年 7 月以降に順次ご連絡させていただきます。 

 

※貴社との間で締結済みの上記の（1）～（3）の契約に関する上記取扱いについて、2023 年 5 月末日まで

に特段のご異議がない場合は、貴社において上記取扱いをご承諾いただいたものとみなします。 

 

２．持株会社体制以降後の貴社との契約手続について 

持株会社と国内事業会社のいずれについても、SSC 加入会社となりますので、購買契約事務につ

いては SSC（再委託先を含みます。）で実施させていただきます。 

発注者の名義人は SSC 契約代行者名義となりますが、SSC は契約事務を代行するに過ぎず、契約

関係（債権債務関係）は、従来どおり貴社と持株会社、または貴社と国内事業会社との間にて生じる

ことに変更はございません。 

 

３．持株体制移行後の貴社からのご請求について 

国内事業会社に承継されない契約との関係では持株会社へ、国内事業会社に承継される契約との

関係では国内事業会社へご請求ください。ご請求先等の詳細は各案件担当者にご確認ください。 

なお、Ariba 対象お取引先様に対しては、貴社と持株会社、貴社と国内事業会社、いずれのお取引

においても支払案内書が発行されます。 

 

４．お問合せ先 

   株式会社 NTT データ プロキュアメント部 

   jpprepproc@am.nttdata.co.jp  

以上 

 


